
平成２０年１０月１日 

 

総合評価落札方式の実施について 
 

 

 本市が発注する建設工事において地方自治法施行令第１６７条の１０の２の規定に基

づき，価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式

（以下「総合評価落札方式」という。）による一般競争入札を，次のとおり実施します。 

 

 

１ 対象工事 
平成２０年１０月以降に本市が発注する工事のうち，本店が柏市内にある業者を

対象とする１千万円以上の案件で，工事の品質を確保するため，入札者の施工能力

等と入札価格を一体として評価することが妥当と認められるもの 

 

 

２ 総合評価落札方式の型式 
市町村向け簡易型（特別簡易型）により実施します。 

 

 

３ 落札者の決定方法 
入札者の施工能力及び配置予定技術者の施工能力を勘案し，次に掲げる計算式

（除算方式）により評価値を算出し，評価値の最も高い者を落札者とします。 

 

評価値＝[（標準点＋加算点）÷入札金額]×１０，０００，０００ 

 

※ 標準点：１００点 

   加算点：次項（４項）に定める評価項目・評価点のとおり 

 

 

４ 評価項目・評価点 

 
評 価 項 目 点数

７５点以上 ２ 

７０点以上７５点未満 １ 

６５点以上７０点未満 

点数なし 
０ 

上記にかかわらず，前年

度に６５点未満あり 
－１

当該業種の工事成績の平均 

（３年前の年度の検査分～前年

度の検査分） 

 

※ＪＶの案件の工事成績は，そ

の構成員の工事成績とみな

す。 
６５点未満 －２

あり １ 

業者の施工能力 

優良工事の表彰 

（３年前の年度～当年度） 

※当年度は，表彰後に対象 なし ０ 



３か月以上 －２

３か月未満 －１

指名停止 

（指名停止の開始日が，３年前

の年度～当年度） 

※当年度は，指名停止後に対象 

※２回以上指名停止の措置がな

された場合は，加算して適用 
なし ０ 

あり １ ＩＳＯ９００１の認証取得 

（公告日現在） 
なし ０ 

１級の技術者（施工管理

技士・建築士・技術士・

大臣特別認定者） 

２ 

配置予定技術者の施

工能力 

※土木一式工事・建築

一式工事・電気工

事・管工事・ほ装工

事・造園工事・鋼構

造物工事のみ 

※１ 

監理技術者又は主任技術者の保

有資格 

※「１級の技術者」を配置する

との申請で落札した後，技術

者の変更を希望するときは，

別の「１級の技術者」のみ容

認 
上記以外 ０ 

注：類似の実績・技術者の要件は，失格要件として，従前どおり審査する。 

 

※１ その他の業種（塗装工事・防水工事・水道施設工事など）は，１級の技術者でなく

ても監理技術者として配置できるため，当該業種においては項目として採用しない。 

 


